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●補助対象条件

●予定補助金額

●人槽の目安(基本的に建物の延床面積で計算)

●追加補助

①令和9年３月１０日までに確実に完成で
きる方
②店舗などの併用住宅の場合は、居住部
分の延床面積が全体の２分の１以上で
あること

５人槽 ３３２，０００円　７人槽 ４１４，０００円
10人槽 ５４８，０００円

１３０㎡未満…５人槽
１３０㎡以上…７人槽
二世帯住宅…１０人槽
以下の方は、追加補助がある場合があり
ます。
・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ切
り替える方
・単独浄化槽から合併処理浄化槽へ切り
替える方
・放流先の配管が10ｍ以上の長さを要
する方

●申込方法

・浄化槽更新事業に伴い必要となる合併処
理浄化槽の撤去を要する方
※追加補助の詳しい内容は下記までお問い
合わせください
補助金を希望される方は、担当課にて補助
金申込書を提出してください。
※申込の際は建物の延床面積が必要です
※予算がなくなり次第、受付を終了します

危機管理課　☎22-3280お問い合わせ先

③2026.03.27　i

～くらしの中のエコろがけ～

デコ活
※デコ活とは
二酸化炭素(CO2)を減らす脱炭素(Decarbonization)
と、環境に良いエコ(Eco)を取り入れた活動や生活を意
味する新しい言葉です。

かつての「クールチョイス」は、賢い選択の提案
でしたが、デコ活は、その先へ…。
無理なく、自然に、脱炭素を日常に取り入れ、暮
らし全体でCO2を減らすチャレンジです。

申込・お問い合わせ先

環境水道課　　　☎22-3119
大正町民生活課　☎27-0112
十和町民生活課　☎28-5112

令和8年度合併処理浄化槽設置整備補助金について お知らせ

　四万十町では、生活排水の浄化対策の一環として、合併処理浄化槽を新たに設置する方に対して補助制度を設
けています。

☆合併処理浄化槽の放流水の放流先について、法
的には同意書の添付は必要ありませんが、トラ
ブルの原因とならないよう設置者において水路
の管理者などにご確認をお願いします。
四万十川を守るためにも、汲み取り便槽や単独浄
化槽から、合併浄化槽へ切り替えしませんか！

令和８年５月から防災気象情報が新しくなります！ お知らせ

　令和８年５月下旬より防災気象情報が整理・刷新
され、避難のタイミングが「直感的にわかる」体系に
変わります。 

【何が変わるの！？】
①気象庁が発表する情報（防災気象情報）と市区町
村が発令していた5段階の避難警戒レベルの数字
を連動させ、名称に含んだ形で発表されます。
②これまでは「警報」と「特別警報」の間に明確な段階
がなかったのに対し、新体制では「避難指示」が出
されるレベル4に「危険警報」を新設し、いつ逃げる
べきかがより明確になります。

【発表されたら！？】
　「レベル３警報」や「レベル４危険警報」が発表され
たら、町からの避難指示などに十分注意し、大雨で危
険度が高まった地域が地図で表示される「キキクル」
や河川の水位情報を参照し、危険な場所にいる方は
早めの避難を心掛けてください。

【事前の備え】
　いざという時にどのような行動をとるのか、家庭や
企業・組織内であらかじめ話し合っておきましょう！

新たな防災気象情報に
関する特設ページはコチラから

環境水道課　☎22-3119お問い合わせ先

レベル5：特別警報：すでに災害が発生
レベル4：危険警報（新設）：危険が切迫
レベル3：警報：高齢者など避難の目安

変更ポイント

●●●●

地域猫活動の輪を広げよう

①四万十町内に生息する飼い主のいない猫（所有者がいないことが明らか）であること
②申請者は飼い主のいない猫を管理している四万十町内を所在地とする団体であること
③手術後に不妊・去勢手術済みであることが分かる耳カット処置（領収書に耳カット処置ありの記載）
があること
※飼い猫・営利目的に飼養管理している猫は対象外となります

●メス猫：1匹につき限度額15,000円（実費費用金額）
●オス猫：1匹につき限度額10,000円（実費費用金額）

　申請者は、令和9年3月31日までに申請書兼請求書と手術にかかった領収書および関係書類を添
えて、担当課に提出してください。
※予算がなくなり次第、受付を終了します
※申請をご検討中の方は、手術前に補助金の残額状況をご確認ください

地域猫活動は、「排除」ではなく「共生」
を目指す活動です。

不妊・去勢手術と適切な管理で、猫も人
も安心できる環境を目指しています。
小さな命を地域で支える取り組みに、

ご理解をお願いします。

令和8年度 飼い主のいない猫への
不妊・去勢手術費補助金について

　「飼い主のいない猫への不妊・去勢手術費補助金」の交付についてお知らせします。 

申請・お問い合わせ先

環境水道課　　　☎22-3119
大正町民生活課　☎27-0112
十和町民生活課　☎28-5112

補助対象

●●●●申請方法

●●●●補助金額
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